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EN09：※資格：請求明細書のサービス提供量が「契約支給量」を超えています
介護給付費等 請求書 地域生活支援事業 請求書 障害児給付費等 請求書

基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － －

介護給付費等 明細書 地域生活支援事業 明細書 障害児給付費等 明細書

基本 日数 集計 明細 契約 処遇 基本 集計 明細 基本 日数 集計 明細 契約 処遇

－ － － － ○ － － － － － － － － ○ －

計画相談支援給付費等請求書 障害児相談支援給付費等請求書 利用者負担上限額管理結果票
利用者負担上限額管理結果票

(障害児支援)
基本 明細 サービス 基本 明細 サービス 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － －

サービス提供実績記録票

居宅介護 行動援護 重度訪問介護 重度包括支援 同行援護 児童デイサービス 短期入所

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ - － － － － － － － － － － － －

生活介護 共同生活介護 施設入所支援 旧法施設支援(入所) 旧法施設支援(通勤寮) 旧法施設支援(通所) 宿泊型自立訓練

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － － － － － －

自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援 就労定着支援 自立生活援助 共同生活援助

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － － － － － －

障害児施設(入所) 障害児施設(通所) 地域移行支援 地域定着支援 障害児入所支援 児童発達支援 医療型児童発達支援

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － － － － － －

放課後等デイ 居宅訪問型児童発達 保育所等訪問支援

基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － －

例）介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）（一次審査で正常）の場合

介護給付費等明細書情報（契約情報）

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号
決定サービス

コード
契約支給量 ・・・

2010.04 991111 9910011111 9900000001 221000 020.00 ・・・
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■チェック内容

項番 チェック名称 チェック内容 備考

１

契約支給量

チェック

（障害福祉・障

害児支援）

チェック対象の介護給付費等明細書情報 (契約情報)（※１）の契約支給

量について、以下であることを確認する。

(1) 介護給付費等明細書情報（明細情報）（※２）のサービスコードに対

する単位数表マスタ（請求）の決定サービスコードより算出したサー

ビス提供量が、契約支給量以下であること。（※３）

※１ 障害児支援の場合、障害児給付費等明細書情報（契約情報）

に置き換える。

※２ 障害児支援の場合、障害児給付費等明細書情報（明細情報）

に置き換える。

※３ 交換情報識別番号が「Ｋ１２２：障害児通所給付費・入所給付

費等明細書情報」、または「Ｋ２２１：特例障害児通所給付費等

明細書情報」の場合、チェックを実施する。

警告

(二次審査の結果、返戻

となる場合があります。)

■原因と対処方法

以下の原因が考えられます。

（１）介護給付費等明細書情報（契約情報）（※１）（※２）の契約支給量が設定されている場合、介護給付費等明

細書情報（明細情報）（※３）のサービスコードに対する単位数表マスタ（請求）の決定サービスコードより算出

したサービス提供量（※４）が、介護給付費等明細書情報（契約情報）（※２）の契約支給量より大きい。

例）居宅介護の「１１６１１５：家事日中１．０」のサービス提供量が、介護給付費等明細書情報（契約情報）の契約

支給量より大きい場合

① 以下の介護給付費等明細書情報（契約情報）を受け付けたとします。

介護給付費等明細書情報（契約情報）の契約支給量（30 時間）が設定されている場合、介護給付費等明

細書情報（明細情報）のサービスコード「１１６１１５：家事日中１．０」に対する単位数表マスタ（請求）の決定

サービスコード「１１２０００：居宅介護家事援助決定」より算出したサービス提供量（40 時間）が、介護給付費

等明細書情報（契約情報）の契約支給量（30 時間）より大きいため、警告となります。

介護給付費等明細書情報（明細情報）

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号 サービスコード 回数 ・・・

2010.03 991111 9910011111 9900000001 116115 40 ・・・

単位数表マスタ（請求）

サービス種類コード サービス項目コード 適用開始年月日 適用終了年月日
支給決定

サービスコード

サービス

提供時間数
・・・

11 6115 2009.04.01 － 112000 0001.00 ・・・

介護給付費等明細書情報（契約情報）

サービス提供年月 市町村番号 事業所番号 受給者証番号
決定サービス

コード
契約支給量 契約開始年月日 ・・・

2010.03 991111 9910011111 9900000001 112000 030.00 2009.04.01 ・・・

40 × 1 ＝ 40時間
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介護給付費等明細書情報（契約情報）（※２）の契約支給量及び介護給付費等明細書情報（明細情報）（※３）の回

数の設定内容を確認してください。

警告となった請求情報は、二次審査の結果、返戻となる場合があります。

※１ 契約情報の提出については、「10. 付録 (1)契約情報レコードの作成が必要なサービス」を参照してくださ

い。

※２ 障害児支援の場合、障害児給付費等明細書情報（契約情報）に置き換える。

※３ 障害児支援の場合、障害児給付費等明細書情報（明細情報）に置き換える。

※４ サービス提供量の算出方法の詳細については、「10. 付録 (2)サービス提供量の算出方法」を参照してくださ

い。


